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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】超音波診断の業務の効率を上げるだけではなく
、正確な超音波診断をすることを提供する。
【解決手段】超音波信号を送信し、対象体から反射され
た超音波信号の入力を受けるためのプローブを備える超
音波診断部と、外部映像装備から得られた外部映像デー
タを格納する外部映像格納部と、反射された前記超音波
信号に基づいて超音波映像を形成し、前記外部映像格納
部の外部映像データに基づいて外部映像を形成する映像
処理部と、前記超音波信号及び前記外部映像データを操
作し、ディスプレイするために操作する使用者入力部と
、前記操作に応じて超音波診断部及び外部映像格納部を
制御し、映像処理部において超音波映像及び外部映像を
操作し形成するように制御する中央処理部と、前記超音
波映像及び前記外部映像、並びに、超音波映像及び外部
映像の操作状態と中央処理部の動作状態とをディスプレ
イするディスプレイ部とを備える超音波システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象体に超音波信号を送信し、対象体から反射された超音波信号の入力を受けるための
、プローブを備える超音波診断部と、
　外部映像装備から得られた外部映像データを格納する外部映像格納部と、
　前記超音波診断部から入力される前記反射された超音波信号に基づいて、超音波映像を
形成し、前記外部映像格納部から入力される前記外部映像データに基づいて、外部映像を
形成する映像処理部と、
　前記反射された超音波信号及び前記外部映像データを操作し、ディスプレイするために
操作する使用者入力部と、
　前記使用者入力部の操作に応じて、前記超音波診断部及び前記外部映像格納部を制御し
て、前記映像処理部において、前記超音波映像及び前記外部映像を操作し形成するように
制御する中央処理部と、
　前記映像処理部により形成された前記超音波映像及び前記外部映像をディスプレイし、
前記超音波映像及び前記外部映像の操作状態と、前記中央処理部の動作状態とをディスプ
レイするディスプレイ部と
を備える超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム。
【請求項２】
　前記外部映像データは、ＣＴ（Computerized Tomography）と、ＭＲＩ（Magnetic Reso
nance Imager）と、単一光子放出断層撮影（ＳＰＥＣＴ）と、Ｘ線と、蛍光透視法（Fluo
roscopy）と、内視鏡検査（Endoscopy）とのイメージを含む、請求項１に記載の超音波映
像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム。
【請求項３】
　前記外部映像データは、マルチスライスから構成されたデータである、請求項１に記載
の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム。
【請求項４】
　前記外部映像データは、患者のＩＤにより区分されて格納される、請求項１に記載の超
音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム。
【請求項５】
　前記外部映像データは、ＤＩＣＯＭ標準の映像データである、請求項１乃至請求項４の
いずれかに記載の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム。
【請求項６】
　前記外部映像格納部は、ＰＡＣＳサーバーと、携帯用格納装置と、ハードディスクとを
備える、請求項１に記載の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波シス
テム。
【請求項７】
　前記映像処理部から入力される前記反射された超音波信号は、リアルタイムで入力され
る、請求項１に記載の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム
。
【請求項８】
　前記使用者入力部は、キーパネルと、数字キーと、キーボードと、足踏みスイッチと、
リモートコントロールと、トラックボールと、マウスとを備える、請求項１に記載の超音
波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システム。
【請求項９】
　使用者入力部から患者のＩＤの入力を受ける段階と、
　前記患者のＩＤに対応する外部映像データを探索する段階と、
　前記探索された外部映像データを画面に並べる段階と、
　前記並べられた外部映像データのうち、使用者が選択したデータを設定されたモードに
画面にディスプレイする段階と、
　前記ディスプレイされた外部映像データを操作する段階と
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を含む超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システムの操作方法。
【請求項１０】
　前記外部映像データは、ＣＴ（Computerized Tomography）と、ＭＲＩ（Magnetic Reso
nance Imager）と、単一光子放出断層撮影（ＳＰＥＣＴ）と、Ｘ線と、蛍光透視法（Fluo
roscopy）と、内視鏡検査（Endoscopy）とのイメージを含む、請求項９に記載の超音波映
像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システムの操作方法。
【請求項１１】
　前記外部映像データは、マルチスライスから構成されたデータである、請求項９に記載
の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システムの操作方法。
【請求項１２】
　前記外部映像データは、患者のＩＤにより区分されて格納される、請求項９に記載の超
音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システムの操作方法。
【請求項１３】
　前記外部映像データは、ＤＩＣＯＭ標準の映像データである、請求項９乃至請求項１２
のいずれかに記載の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システムの
操作方法。
【請求項１４】
　前記使用者入力部は、キーパネルと、数字キーと、キーボードと、足踏みスイッチと、
リモートコントロールと、トラックボールと、マウスとを備える、請求項９に記載の超音
波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波システムの操作方法。
【請求項１５】
　前記設定されたモードは、使用者が選択した複数のデータのうちの一つを画面の下端に
サムネイルとして表示するモードと、使用者が選択した複数のデータのうちの一つを全体
画面に表示し、画面の下端のタップを通じて画面の転換が行われるモードとのうち、いず
れか一つである、請求項９に記載の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超
音波システムの操作方法。
【請求項１６】
　前記外部映像データを操作する段階は、マルチスライスデータをディスプレイするスラ
イスの位置を調節する段階と、明るさ及び明暗を調節する段階と、前記外部映像データの
配置を変更する段階と、ビューディレクションを変更する段階と、外部映像データと超音
波映像との間の主/副を変換する段階と、入力フォーカスを変更する段階とのうち、いず
れか一つである、請求項９に記載の超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超
音波システムの操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波システムに関し、より詳しくは、超音波映像及び外部映像を同時にデ
ィスプレイすることができるだけではなく、外部映像に対しても、映像データを所望の形
態に操作することができる、超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波シ
ステム、及びその操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の発達に応じて、多様な原理に基づいて、人体の内部器官の状態を見る多くの
医療機器が開発された。使用者は、医療機器の一例である超音波システムを通じて超音波
を利用することにより、非破壊的、非浸入的な方式で対象体の内部構造を見る。
【０００３】
　また、超音波システムは、ＣＴ（computerized tomography）、ＭＲＩ（magnetic reso
nance imager）、ＰＥＴ（Positron Emission Tomography）等のような医療映像装備より
リアルタイムで映像を得やすく、ＣＴなどを利用するに伴った放射線への露出危険もない
。
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【０００４】
　上記した技術は、本発明が属する技術分野の背景技術を意味し、従来技術を意味するこ
とではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６５１６２１５号明細書
【特許文献２】韓国特許第１０－２００７－０１１０９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　使用者は、超音波システムを通じて人体に無害にリアルタイムで映像を得ることができ
る。しかし、超音波システムから提供される映像は、その固有の特性により、ＣＴ、ＭＲ
Ｉ、ＰＥＴなどから得られる映像より、解像度が低いか、弁別力が落ちるので、病変を正
確な位置で明確に分別しにくい短所がある。
【０００７】
　このように、超音波映像により病変を確認することが難しい場合には、超音波検診の中
に当該患者のＣＴまたはＭＲＩ映像を確認するために、別途のピエイシエス（ＰＡＣＳ：
Picture Archiving and Communication System）ワークステーションを通じて、その映像
を読み取って確認する。
【０００８】
　このように、超音波システムと別に、ＰＡＣＳワークステーションを超音波スキャン室
に全て備える場合、空間的な損失が発生するだけでなく、超音波検診の中に、ＣＴまたは
ＭＲＩ映像の確認のために、ＰＡＣＳワークステーションを操作するので、業務の効率が
低下する問題点がある。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題点を改善するために創作されたものであり、その目的は、
超音波映像及び外部映像を同時にディスプレイすることができるだけでなく、外部映像に
対しても、映像データを所望の形態に操作することができる、超音波映像及び外部映像を
ディスプレイし操作する超音波システム、及びその操作方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面においては、超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音波
システムであって、対象体に超音波信号を送信し、対象体から反射された超音波信号の入
力を受けるための、プローブを備える超音波診断部と、外部映像装備から得られた外部映
像データを格納する外部映像格納部と、超音波診断部から入力される反射された超音波信
号に基づいて超音波映像を形成し、外部映像格納部から入力される外部映像データに基づ
いて外部映像を形成する映像処理部と、反射された超音波信号及び外部映像データを操作
し、ディスプレイするために操作する使用者入力部と、使用者入力部の操作に応じて、超
音波診断部及び外部映像格納部を制御して、映像処理部において超音波映像及び外部映像
を操作し形成するように制御する中央処理部と、映像処理部により形成された超音波映像
及び外部映像をディスプレイし、超音波映像及び外部映像の操作状態と中央処理部の動作
状態とをディスプレイするディスプレイ部とを備える、超音波システムを提供する。
【００１１】
　本発明において、外部映像データは、ＣＴ（Computerized Tomography）と、ＭＲＩ（M
agnetic Resonance Imager）と、単一光子放出断層撮影（ＳＰＥＣＴ）と、Ｘ線と、蛍光
透視法（Fluoroscopy）と、内視鏡検査（Endoscopy）とのイメージを含んでもよい。
【００１２】
　本発明において、外部映像データは、マルチスライスから構成されたデータであっても
よい。
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【００１３】
　本発明において、外部映像データは、患者のＩＤにより区分されて格納されてもよい。
【００１４】
　本発明において、外部映像データは、ＤＩＣＯＭ標準の映像データであってもよい。
【００１５】
　本発明において、前記外部映像格納部は、ＰＡＣＳサーバーと、携帯用格納装置と、ハ
ードディスクとを備えてもよい。
【００１６】
　本発明において、映像処理部から入力される反射された超音波信号は、リアルタイムで
入力されてもよい。
【００１７】
　本発明において、使用者入力部は、キーパネルと、数字キーと、キーボードと、足踏み
スイッチと、リモートコントロールと、トラックボールと、マウスとを備えてもよい。
【００１８】
　本発明の他の側面においては、超音波映像及び外部映像をディスプレイし操作する超音
波システムの操作方法であって、使用者入力部から患者のＩＤの入力を受ける段階と、患
者のＩＤに対応する外部映像データを探索する段階と、探索された外部映像データを画面
に並べる段階と、並べられた外部映像データのうち、使用者が選択したデータを設定され
たモードに画面にディスプレイする段階と、ディスプレイされた外部映像データを操作す
る段階とを含む、超音波システムの操作方法を提供する。
【００１９】
　本発明において、外部映像データは、ＣＴ（Computerized Tomography）と、ＭＲＩ（M
agnetic Resonance Imager）と、単一光子放出断層撮影（ＳＰＥＣＴ）と、Ｘ線と、蛍光
透視法（Fluoroscopy）と、内視鏡検査（Endoscopy）とのイメージを含んでもよい。本発
明において、外部映像データは、マルチスライスから構成されたデータであってもよい。
【００２０】
　本発明において、外部映像データは、患者のＩＤにより区分されて格納されてもよい。
【００２１】
　本発明において、外部映像データは、ＤＩＣＯＭ標準の映像データであってもよい。
【００２２】
　本発明において、使用者入力部は、キーパネルと、数字キーと、キーボードと、足踏み
スイッチと、リモートコントロールと、トラックボールと、マウスとを備えてもよい。
【００２３】
　本発明において、設定されたモードは、使用者が選択した複数のデータのうちの一つを
画面の下端にサムネイルとして表示するモードと、使用者が選択した複数のデータのうち
の一つを全体画面に表示し、画面の下端のタップを通じて画面の転換が行われるモードと
のうち、いずれか一つであってもよい。
【００２４】
　本発明において、外部映像データを操作する段階は、マルチスライスデータをディスプ
レイするスライスの位置を調節する段階と、明るさ及び明暗を調節する段階と、外部映像
データの配置を変更する段階と、ビューディレクションを変更する段階と、外部映像デー
タと超音波映像との間の主/副を変換する段階と、入力フォーカスを変更する段階とのう
ち、いずれか一つであってもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　上記のように、本発明は、超音波映像及び外部映像を同時にディスプレイすることがで
きるだけでなく、外部映像に対しても、映像データを操作して、所望の形態にディスプレ
イすることができることにより、一つの超音波システムを通じて超音波診断の中に外部映
像を確認することができるので、業務の効率を上げるだけでなく、正確な超音波診断をす
ることができる。
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【００２６】
　また、本発明は、超音波システムと共に、外部映像を確認するための別途の装備を設置
しないので、空間の活用度を高めるだけでなく、別途の装備を操作するためのストレスを
減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施例に応じた超音波システムを示すブロック構成図である。
【図２】本発明の一実施例に応じた超音波システムにおいてディスプレイされる画面を示
す例示図である。
【図３】本発明の一実施例に応じた超音波システムにおいてディスプレイされる画面を示
す例示図である。
【図４】本発明の一実施例に応じた超音波システムにおいてディスプレイされる画面を示
す例示図である。
【図５】本発明の一実施例に応じた超音波システムにおいてディスプレイされる画面を示
す例示図である。
【図６】本発明の一実施例に応じた超音波システムを概略的に示す図である。
【図７】本発明の一実施例に応じた超音波システムの操作方法を説明するためのフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に応じた超音波映像及び外部映像をディスプレイ
し操作する超音波システム及びその操作方法の一実施例を説明する。この過程において、
図面に示された線の厚さや構成要素の大きさなどは、説明の明瞭性と便宜のために、誇張
して示される場合もある。また、後述される用語は、本発明における機能を考慮して定義
された用語として、これらは使用者、運用者の意図又は慣例によって変わることがある。
従って、このような用語に対する定義は、本明細書の全般にわたった内容に基づいて定め
られなければならない。
【００２９】
　図１は、本発明の一実施例に応じた超音波システムを示すブロック構成図であり、図２
乃至図５は、本発明の一実施例に応じた超音波システムにおいてディスプレイされる画面
を示す例示図であり、図６は、本発明の一実施例に応じた超音波システムを概略的に示す
図面である。
【００３０】
　図１を参照すれば、本発明の一実施例に応じた超音波システムは、超音波診断部１０と
、外部映像格納部２０と、映像処理部５０と、使用者入力部４０と、中央処理部３０と、
ディスプレイ部６０とを備える。
【００３１】
　本発明の一実施例に応じた超音波診断のために、超音波診断部１０は、対象体（図示せ
ず）に超音波信号を送信し、プローブ（図示せず）を通じて対象体から反射された超音波
信号の入力を受ける。
【００３２】
　外部映像格納部２０は、外部映像装備（図示せず）から得られた外部映像データを格納
するものであって、ＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communication System）サーバー
をはじめとして、ＵＳＢタイプの携帯用格納装置、ハードディスクを含む、外部映像デー
タを格納する手段として、超音波システムと接続されることができるものであれば、いず
れも可能である。
【００３３】
　ここで、外部映像データは、国際医療映像標準フォーマットであるＤＩＣＯＭ（Digita
l Imaging Communication in Medicine）標準の映像データとして、ＣＴ（Computerized 
Tomography）と、ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imager）と、単一光子放出断層撮影（Ｓ
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ＰＥＣＴ；Single Photon Emission Computerized Tomography）と、Ｘ線と、蛍光透視法
（Fluoroscopy）と、内視鏡検査（Endoscopy）とのイメージを含み、マルチスライス（mu
lti-slice）から構成されることができる。
【００３４】
　また、外部映像データは、図２に示されたように、患者のＩＤにより区分されて格納さ
れることにより、超音波システムにおいて外部映像を確認しようとする場合、ＰＡＣＳサ
ーバーなどの外部映像格納部２０が自動的に探索することができるようにする。このよう
に、外部映像データは、患者のＩＤにより区分されて格納され、日付別に格納されること
により、日付を選択する場合、当該日付に撮影されたＣＴ映像データを読み取って表示す
る。
【００３５】
　中央処理部３０は、使用者入力部４０の操作に応じて、超音波診断部１０及び外部映像
格納部２０を制御して、映像処理部５０が超音波映像及び外部映像を操作し形成するよう
に制御し、映像処理部５０は、超音波診断部１０からリアルタイムで入力される反射され
た超音波信号に基づいて、超音波映像を形成し、外部映像格納部２０から入力される外部
映像データに基づいて、外部映像を形成する。
【００３６】
　使用者入力部４０は、反射された超音波信号及び外部映像データを操作しディスプレイ
するために、使用者が操作するものであり、キーパネルと、数字キーと、キーボードと、
足踏みスイッチと、リモートコントロールと、トラックボールと、マウスとを備える。
【００３７】
　このような使用者入力部４０は、超音波システムの操作のために使われるだけでなく、
外部映像データをディスプレイし、操作する場合にも使用される。
【００３８】
　表1は、使用者が超音波システムにおいて使用されるキーパネルと足踏みスイッチとを
利用して、外部映像データのうちのＣＴ映像データを操作するために、それぞれの動作を
マッピングした一つの実施例である。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　ディスプレイ部６０は、映像処理部５０において形成された超音波映像及び外部映像を
ディスプレイするだけでなく、中央処理部３０の動作状態をディスプレイする。
【００４１】
　図３に示されたように、一実施例において、映像処理部５０は、外部映像格納部２０か
らマルチスライスのＣＴ映像データを読み取り、ディスプレイ部６０を通じてＣＴ映像を
全体画面に表示し、超音波映像を右側の下端にリアルタイムで表示することができる。Ｃ
Ｔ映像データに入力が合わされている場合、使用者は、キーパネルと足踏みスイッチとを
通じてＣＴ映像データを調節することができる。
【００４２】
　図４においては、本発明の一実施例に応じた超音波映像及び多数の外部映像がディスプ
レイされた画面が示されている。上述したように、本発明の一実施例においては、超音波
映像だけではなく、ＣＴ映像と、ＭＲＩ映像とを同時に読み取って表示することができる
。この時、選択されなかった外部映像は、アイコンとして画面の下端に表示され、選択さ
れた外部映像は、活性化されて画面全体に表示されるようにすることができる。超音波映
像は、バックグラウンドとしてリアルタイムで動作中であり、使用者が超音波映像を選択
する場合、超音波映像が画面全体に表示されることができる。
【００４３】
　図５は、本発明の一実施例に応じた超音波システムにおいて、外部映像データであるＳ
ＰＥＣＴデータのマルチプレーナービュー（Multiplanar View）を示す図である。
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【００４４】
　図６は、本発明の一実施例に応じた超音波システムを概略的に示す図である。
【００４５】
　図６を参照すれば、使用者は、プローブ６５を利用して患者をスキャンし、超音波映像
装置６１のディスプレイ６４に示された超音波映像を、キーパネル６２と足踏みスイッチ
６３とを利用して操作することにより、患者を超音波診断する。超音波診断の中に外部映
像（Ａ）が要る場合、使用者は、キーパネル６２と足踏みスイッチ６３とを操作して、Ｃ
Ｔのような外部映像データをディスプレイ６４に表示することができる。前述したように
、外部映像（Ａ）は、使用者の必要によって、超音波映像（Ｂ）と共に表示されるか、交
互に表示されることができる。ＰＡＣＳサーバー６６に格納されているＣＴ及び異なる様
式の外部映像データは、ネットワークを通じて超音波映像装置６１に伝送される。
【００４６】
　図７は、本発明の一実施例に応じた超音波システムの操作方法を説明するためのフロー
チャートである。
【００４７】
　図７及び図１を参照すれば、使用者入力部４０から患者のＩＤの入力を受けると（Ｓ７
１０）、中央処理部３０においては、患者のＩＤに対応する外部映像データを探索する（
Ｓ７２０）。
【００４８】
　中央処理部３０により探索された外部映像データは、映像処理部５０を通じてディスプ
レイ部６０に並べられる（Ｓ７３０）。
【００４９】
　ディスプレイ部６０においては、使用者が選択した外部映像データを、予め設定された
モードのうち、使用者が選択したモードに画面にディスプレイし（Ｓ７４０）、使用者は
、必要に応じて外部映像データまたはそのディスプレイモードを変更しながら、外部映像
データを操作する（Ｓ７５０）。
【００５０】
　ここで、予め設定されたモードは、使用者が選択した複数のデータのうちの一つを画面
の下端にサムネイルとして表示するモードと、使用者が選択した複数のデータのうちの一
つを全体画面に表示し、画面の下端のタップを通じて画面の転換が行われるモードとのう
ち、いずれか一つであってもよい。
【００５１】
　また、使用者が外部映像データを操作する方法は、マルチスライスのデータをディスプ
レイするスライスの位置を調節する方法と、明るさ及び明暗を調節する方法と、上記外部
映像データの配置を変更する方法と、ビューディレクションを変更する方法と、外部映像
データと超音波映像との間の主/副を変換する方法と、入力フォーカスを変更する方法と
のうち、いずれか一つであってもよい。
【００５２】
　このように、使用者が、超音波機器を通じて外部映像データを見て操作することにより
、超音波診断の中に外部映像を確認することができるので、業務の効率を上げるだけでな
く、正確な超音波診断をすることができる。
【００５３】
　本発明は、図面に示された実施例を参考して説明されたが、これは例示的なものにすぎ
ず、当該技術が属する分野において通常の知識を持つ者ならば、これから多様な変形及び
均等な他の実施例が可能であるという点を理解するだろう。従って、本発明の技術的な保
護の範囲は、下記の特許請求の範囲により定められなければならない。
【符号の説明】
【００５４】
１０：超音波診断部
２０：外部映像格納部



(10) JP 2010-22831 A 2010.2.4

10

３０：中央処理部
４０：使用者入力部
５０：映像処理部
６０：ディスプレイ部
６１：超音波映像装置
６２：キーパネル
６３：足踏みスイッチ
６４：ディスプレイ
６５：プローブ
６６：ＰＡＣＳサーバー

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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【図６】
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【図７】
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